
浜松市上下水道部庁舎清掃業務仕様書 

 

（業務の内容） 

第１条 受託者は、建物及びその周辺の衛生的環境等を良好に維持するため、常に適正な人員を

配置し、次に定める業務を行うものとする。 

（１）日常清掃 

ア 住吉庁舎 

①土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く毎日とし、別表１・２に定める内容に

基づき実施すること。 

②作業は、原則として午前８時３０分から午後５時００分までの間に行うものとする。 

  イ 大原浄水場、中部浄化センター 

①土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く週１回とし、別表１・２に定める内容

に基づき実施すること。なお、実施日は委託者と協議のうえ決定すること。 

②作業は、原則として午前８時３０分から午後５時００分までの間に行うものとする。 

（２）定期清掃 

ア 住吉庁舎 

原則として土曜日、日曜日及び祝日の閉庁日に実施するものとし、詳細な作業日時につい

ては、あらかじめ委託者と協議のうえ決定し、別表１・２に定める内容に基づき実施する

こと。 

イ 大原浄水場 

原則として土曜日、日曜日及び祝日の閉庁日に実施するものとし、詳細な作業日時につい

ては、あらかじめ委託者と協議のうえ決定し、別表１・２に定める内容に基づき実施する

こと。 

ウ 常光浄水場 

原則として開庁日に実施するものとし、詳細な作業日時については、あらかじめ委託者と

協議して決定し、別表１・２に定める内容に基づき実施すること。 

  エ 舘山寺庁舎 

   原則として土曜日に実施するものとし、詳細な作業日時については、あらかじめ委託者と

協議のうえ決定し、別表１・２に定める内容に基づき実施すること。 

オ 中部浄化センター 

原則として開庁日に実施するものとし、詳細な作業日時については、あらかじめ委託者と

協議して決定し、別表１・２に定める内容に基づき実施すること。 

２ 作業方法及び工程等については、実施日の２週間前までに委託者に通知すること。 

３ 作業にあたっては、電話、電気機器等に支障を与えないよう、十分注意すること。 

４ その他、現場の状況に応じて委託者が必要と認める軽微な作業についても実施すること。 

５ 本業務に関する委託者の窓口は、住吉庁舎にあっては上下水道総務課、大原浄水場及び常光

浄水場にあっては浄水課、舘山寺庁舎にあってはお客さまサービス課、中部浄化センターに

あっては下水道施設課とする。 

 

（費用負担等） 

第２条 本業務に係る光熱水費（電気料金、水道料金、ガス料金）は、委託者の負担とする。 

２ 本業務の対象施設の使用に係る消耗品（トイレットペーパー、石鹸類、消毒液）は、委託者

が用意し、受託者へ支給する。この場合において、受託者は当該消耗品を補充するまでの間、

その適切な管理を行わなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、本業務に係る経費は、すべて受託者の負担とする。 

 

（検査） 

第３条 委託者は、本業務中に任意に業務実施状況を検査できるものとし、受託者はこれを拒む

ことはできないものとする。検査結果に不具合が生じたとき、受託者は委託者の注文に従い業



務を改善しなければならない。 

 

 （教育等） 

第４条 受託者は、本業務を適正に履行するため、業務従事者に必要な指導、教育等を行うこと。 

２ 受託者は、業務上特に危険な作業については、労働災害を防止するために万全な体制を確立

し、業務従事者に適正な指導教育を行うこと。 

 

 （提出書類） 

第５条 受託者は、次に定める書類を委託者に提出しなければならない。 

（１）業務予定表、作業員名簿、緊急連絡表（業務開始日の前日まで） 

（２）業務完了報告書（月毎、翌月の１０日（３月分にあっては同月末日）まで） 

（３）日常清掃日報（（２）と同じ） 

（４）定期清掃日報（（２）と同じ） 

（５）その他、委託者が指示する書類（委託者の指定する日まで） 

 

 （安全管理） 

第６条 作業中に床が滑る可能性がある場合は、注意を促すよう立て看板等で表示をすること。

また、作業にあたっては、作業者以外の者が通行できるよう動線の確保に努めること。 

２ 盗難、火災の発生に注意し、作業終了時には施錠及び火気処理を確認し、不用灯の消灯を行

うこと。 

 

 （緊急事態発生時の対応） 

第７条 受託者は、緊急事態が発生した場合には、直ちに業務従事者を所定の場所に配置して適

切な処置を講ずるとともに、委託者に報告すること。 

２ 受託者は、緊急事態発生時の対応処置について、委託者に速やかに報告すること。 



別表１

清掃作業基準

作業基準
コード 作業区分 作　業　方　法

Ａ 庁舎内一般清掃

　床表面清掃（掃き掃除・モップ掛け・水拭き、畳等は掃除機使用）
　備品類清掃（水拭き、階段手すり・各室ガラス扉等含む）
　ごみ収集及び廃棄

　※次の玄関マットクリーニングを２カ月毎に１回以上行うこと。
　　①住吉庁舎の玄関マット（サイズ：1.5m×2.4ｍ）1枚
　　②大原浄水場南館の玄関マット（サイズ：1.5m×2.4ｍ）１枚
　　③大原浄水場北館の玄関マット（サイズ：1.5m×3.5ｍ）１枚

Ｂ 給湯設備、衛生設備清掃

　床表面清掃（掃き掃除・モップ掛け・水拭き）
　ステンレス部清掃(サビ止め、研磨)
　鏡面拭き上げ
　衛生器具洗剤洗浄
　バルブ等拭き上げ
　消耗品補充(トイレットペーパー、石鹸類、消毒液)
　ごみ収集及び廃棄

Ｃ 屋外清掃 　ごみ収集及び廃棄

Ｄ
床面洗浄処理
※長尺シート、磁器タイル類

　床表面清掃（掃き掃除・モップ掛け・水拭き）
　各種床材に適した洗剤の塗布
　ポリッシャーによる汚れの除去
　各種床材に適した樹脂ワックス塗布（タイル類を除く）
　艶出し及び滑り止め仕上げ

　※大原浄水場、常光浄水場については、薬剤処理済柄付大型
　　モップを年３回交換すること。
　　（大原浄水場：２本、常光浄水場：１本）×３回／年
　※常光浄水場管理本館２Ｆ中央監視制御室については、帯電
　　防止剤入りのワックスを使用すること。

Ｅ
床面清掃
※タイルカーペット、じゅうたん

　床表面清掃（掃除機又は掃き掃除）
　床材に適した機械による汚れの除去

Ｆ ガラス清掃

　洗剤併用水洗浄及び乾式清掃
　スクイージー等器具による汚れの除去

　※高所作業は、熟練した作業者が、労働安全基準を遵守して
　　実施すること。

G 換気扇清掃
　本体及び羽根等に適した洗剤の塗布
　油分等による汚れの除去

H 雨どい清掃 　雨どいにたまった落葉等の除去

I 池清掃

　池の水を抜いた上での高圧洗浄又はブラシ等による付着物の除去
　沈殿物、汚泥等の除去

　※除去後は池に水を流水し、池の水が正常に循環することを確認
　　すること。

J 錆取り・研磨 　錆の除去、研磨



別表２

①住吉庁舎
清掃内容（本庁舎） ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

玄関ホール・風除室 せっ器質タイル 78.90

廊下 せっ器質タイル 198.00

西階段(1F～2F) せっ器質タイル 18.00

せっ器質タイル 4.10

畳等 18.70 － －

男性用更衣室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 36.80

ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 7.90

畳等 5.80 － －

東階段(1F～2F) 塩ﾋﾞｼｰﾄ 13.50

旧売店横休憩所 塩ﾋﾞｼｰﾄ 16.94

休憩室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 12.96

更衣室（南側） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 42.00

洗面･シャワー室 磁器質ﾀｲﾙ 25.20

東側男性用トイレ 磁器質ﾀｲﾙ 11.90

東側女性用トイレ 磁器質ﾀｲﾙ 7.90

西側男性用トイレ 磁器質ﾀｲﾙ 5.20

西側身障者用トイレ 磁器質ﾀｲﾙ 4.30

給湯室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 9.70 Ｄ・G

北側事務室
（お客さまｻｰﾋﾞｽ課・上下水道受付ｾﾝﾀｰ）

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 225.36

南側事務室
（お客さまｻｰﾋﾞｽ課･下水道工事課）

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 348.48

売店横女性用更衣室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 12.70 Ｄ・G

お客さまサービス課OA室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 33.84

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 32.90

塩ﾋﾞｼｰﾄ 9.40

旧売店（組合事務局西隣り） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 10.20

組合事務局 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 51.80

ホール せっ器質タイル 44.60

東階段（2Ｆ～3Ｆ） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 13.50

廊下 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 177.60

打ち合わせスペース
浜松上下水道協同組合分室

塩ﾋﾞｼｰﾄ 30.24

サーバー室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 33.84 － － －

コピー室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 21.60 Ｄ

ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 8.10 Ｄ・G

ジュータン 24.20

畳等 24.20

男性用更衣室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 51.84

給湯室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 8.20

男性用トイレ 磁器質ﾀｲﾙ 11.90

女性用トイレ 磁器質ﾀｲﾙ 8.00

管理者室 ｺﾞﾑﾀｲﾙ 44.90

協議室 ｺﾞﾑﾀｲﾙ 25.90

南側（総務課・水道工事課） ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 453.60

北側（総務課） ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 69.84

電話交換室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 15.00 Ｄ

ミーティングルーム ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 51.84 Ｅ

床

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

G

Ｅ

6・11月

－

6・11月

6・11月

－

Ｄ

Ｄ・G

Ｄ

Ｄ・G

２
階

6・11月

定 期 清 掃

宿直室

女性用更衣室

下水道工事課積算室

清   掃   箇   所 日常清掃

1
階

6・11月
G

Ｄ

厚生室

Ａ

Ｂ

－

6・11月

Ａ

Ｄ・G

－

－－



別表２

　　 清掃内容（会議棟） ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

風除室 磁器質ﾀｲﾙ 9.62

ホール 塩ビｼｰﾄ 17.32

トイレ（男・女） 塩ビｼｰﾄ 13.69 Ｄ・G

会議室１ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 50.40

会議室２ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 50.40

会議室３ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 50.40

第四文書庫 塩ﾋﾞｼｰﾄ 50.40 - -

附室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 13.05 Ｄ

給湯室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 4.27 D・G

廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 48.36

階段(1F～2F) 塩ﾋﾞｼｰﾄ 8.00

　　 清掃内容（その他） ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

倉庫事務所 － － － G 6・11月

倉庫棟トイレ ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.20 Ｂ

庁舎周辺・来客用駐車場 － 1,737.00

敷地周辺 － 780ｍ※

旧ポンプ室雨どい － 28.8ｍ※×2 6・11月

会議棟雨どい(高さ6.3ｍ) － 36.5ｍ※ 11月

池の清掃 － 65.00 I 7・10・2月

※距離

○定期清掃のうちガラスについては次のとおりとする。

・作業基準コード＝Ｆ

・面積は844.33㎡

・庁舎外回り（すりガラスを含む）

・屋外の倉庫事務所のガラス

・本庁舎１階の上下水道受付センターの室内ガラス

・本庁舎２階の水道工事課旧積算室の室内ガラス

床

Ａ

-

Ａ

Ｄ

- -
Ｃ

定 期 清 掃

H

Ｄ

6・11月

Ｄ

－

6・11月

清   掃   箇   所 日常清掃

屋
外

定 期 清 掃

1
階

２
階

日常清掃清   掃   箇   所
床



別表２

②大原浄水場
清掃内容（南館） ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

前室・玄関 磁器質ﾀｲﾙ 18.00

ホール・廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 98.00

多目的室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 44.00

理化学検査室（北） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 96.00

理化学検査室（中） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 40.00

理化学検査室（南） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 34.00

高圧滅菌室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 6.00

微生物検査室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 58.00

身障者用トイレ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 7.00

女性用トイレ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 4.00

東側外壁部分６箇所 － －

西側外壁部分７箇所 － －

事務室（浄水課） ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 144.00

監視室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 144.00

打合せ室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 48.00

会議室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 68.00 A

職員控室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.00 A・Ｂ

廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 84.00 Ａ

給湯室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 6.00 Ａ・Ｂ

階段 塩ﾋﾞｼｰﾄ 10.00

渡り廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 28.00 Ｄ・Ｆ

男女トイレ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.00 Ｂ

男女ロッカー室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 16.00 Ａ

通路 － －

東側外壁部分５箇所 － －

西側外壁部分７箇所 － －

北側外壁部分２箇所 － －

通路南側窓部分 － －

○ガラス面積表

作業箇所 面積（㎡）

前室・玄関 内・外 14.00

廊下 内・外 2.00

東側外壁部分６箇所 外 35.00

西側外壁部分７箇所 外 37.00

渡り廊下 内・外 10.00

男女トイレ・男女ロッカー室・通路 内・外 4.00

東側外壁部分５箇所 内・外 31.00

西側外壁部分７箇所 内・外 49.00

北側外壁部分２箇所 内・外 2.00

通路南側窓部分 内・外 2.00

1
階

清   掃   箇   所

２
階

２
階

－ Ｅ

Ｄ

床 日常清掃
（週１回）

定 期 清 掃

Ａ

Ｄ・Ｆ

4・8・12月

Ｄ

Ｂ Ｂ・Ｄ

－ Ｆ

Ａ

Ｂ・Ｄ・Ｆ

－ Ｆ

清   掃   箇   所

1
階



別表２

　　 清掃内容（北館） ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

ポーチ 磁器質ﾀｲﾙ 40.00 Ｄ

玄関（マット敷） 磁器質ﾀｲﾙ 18.00 Ｄ・Ｆ

ホール・廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 73.00

前室・更衣室・ロッカー室（男性用） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.00

洗濯室・脱衣室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 13.00

トイレ（男女共用） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.00

西側事務室（北部上下水道課） ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 160.00

東側事務室（　　　　〃　　　　　） ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 56.00

見学室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 74.00 Ｅ

前室・更衣室・ロッカー室（女性用） 塩ﾋﾞｼｰﾄ 22.00 Ｄ・Ｆ

会議室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 37.00

廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 148.00

階段 塩ﾋﾞｼｰﾄ 70.00

男性用トイレ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.00

女性用トイレ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.00

多目的トイレ・湯沸し室　 塩ﾋﾞｼｰﾄ 15.00

○ガラス面積表

作業箇所 面積（㎡）

1
階

玄関 内・外 12.00

西側事務室（北部上下水道課） 内・外 37.00

東側事務室（　　　　〃　　　　　） 内・外 21.00

前室・更衣室・ロッカー室（女性用） 内・外 2.00

清   掃   箇   所
床 日常清掃

（週１回）
 定期清掃

1
階

A

4・8・12月

Ｄ

A・B Ｂ・Ｄ

清   掃   箇   所

２
階

２
階

－ Ｅ・Ｆ

A

Ｄ

A・B Ｂ・Ｄ



別表２

③常光浄水場 ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

磁器質ﾀｲﾙ 86.00 Ｄ

－ 28.00 Ｊ

塩ﾋﾞｼｰﾄ 831.00

塩ﾋﾞｼｰﾄ 194.00

－ － Ｆ

○ガラス面積表

作業箇所 面積（㎡）

内・外 330.00

事務室・中央監視室　他
Ｄ

電気室・起動盤室

管理棟（本館）

清   掃   箇   所

管理棟（本館）

清   掃   箇   所
床

日常清掃
 定期清掃

風除室・ホール・下足室・便所

－ 4・8・12月

風除室・ホール・玄関ステンレス磨き



別表２

④舘山寺庁舎 ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

長尺ｼｰﾄ 148.96 Ｄ

磁器質ﾀｲﾙ 5.00 Ｂ・Ｄ

○定期清掃のうちガラスについては次のとおりとする。

・面積は70.80㎡　

・作業基準コード＝Ｆ

事務室等床

トイレ

清   掃   箇   所 日常清掃
定 期 清 掃

－ 7・12月

床



別表２

　⑤中部浄化センター ※アルファベットは、別表１「作業基準コード」参照

床材仕様 面積（㎡） 作業内容 実施時期(原則）

風除室（１） 磁器質ﾀｲﾙ 12.00

風除室（２） 磁器質ﾀｲﾙ 6.10

玄関ホール 磁器質ﾀｲﾙ 23.20 D

下足コーナー
磁器質ﾀｲﾙ
塩ﾋﾞｼｰﾄ

10.30

男女トイレ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 15.50 Ａ・Ｂ

給湯室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.70 Ｄ

廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 130.00

遠方監視室 ビニールタイル 203.30

コンピューター室 ビニールタイル 79.60

事務室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 136.40 Ｅ・F

細菌室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 10.80

天秤・薬品室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 10.80

水質試験室
磁器質ﾀｲﾙ
塩ﾋﾞｼｰﾄ

101.20

男女更衣室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 12.80

作業員控室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 37.30

更衣室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 6.20 Ｄ

脱衣室
フローリング
塩ﾋﾞｼｰﾄ

14.60 Ｄ・F

仮眠室 － F

展示ホール・廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 169.00 Ａ

男女多目的トイレ 塩ﾋﾞｼｰﾄ 36.80 Ａ・Ｂ

給湯室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 4.50 Ａ Ｄ

会議室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 103.30

会議室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 109.20

廊下 塩ﾋﾞｼｰﾄ 27.20

階段室 塩ﾋﾞｼｰﾄ 72.10

エレベーター 塩ﾋﾞｼｰﾄ 4.00 －

5・11月

清   掃   箇   所

３
階 Ｄ

１
階

２
階

日常清掃
（週１回）

床 定 期 清 掃

Ａ

D・Ｆ

D・Ｆ

Ａ

Ｄ・F

－
Ｄ・F

Ｄ・F

－
Ｄ・F

Ａ



別表２

○ガラス面積表

作業箇所 面積（㎡）

風除室（１） 内・外 43.79

風除室（２） 内・外 11.59

下足コーナー 内・外 0.35

男女トイレ 内・外 1.65

廊下 内・外 2.25

遠方監視室 内・外 18.03

コンピューター室 内・外 24.15

事務室 内・外 19.48
細菌室 内・外 0.88
天秤・薬品室 内・外 1.33
水質試験室 内・外 16.14
男女更衣室 内・外 1.33
作業員控室 内・外 5.34
脱衣室 内・外 2.67
仮眠室 内・外 0.82
展示ホール・廊下 内・外 42.60
男女多目的トイレ 内・外 4.00
会議室（103.30㎡） 内・外 16.00
会議室（109.20㎡） 内・外 20.00

３
階

廊下 内・外 25.00

２
階

清   掃   箇   所

１
階



契約番号　

-

月額
金額 消費税相当額 合計

水道事業会計

下水道事業会計

合計

年額：水道事業及び下水道事業合計 （単位：円）

年度 金額 消費税相当額 合計

令和８年度

令和９年度

令和１０年度

令和１１年度

合計

年額内訳：水道事業会計（住吉庁舎、大原浄水場、常光浄水場、舘山寺庁舎） （単位：円）

年度 金額 消費税相当額 合計

令和８年度

令和９年度

令和１０年度

令和１１年度

合計

年額内訳：下水道事業会計（中部浄化センター） （単位：円）

年度 金額 消費税相当額 合計

令和８年度

令和９年度

令和１０年度

令和１１年度

合計

業務の名称

令和８年度（長期）浜松市上下水道部庁舎清掃業務

別記　支払明細書


